
自己資本の構成に関する開示事項

株式会社三井住友銀行（連結）
（単位：百万円、％）

項目
平成27年
12月末

経過措置
による
不算入額

平成27年
９月末

経過措置
による
不算入額

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目
普通株式に係る株主資本の額 7,037,198 6,831,236

うち、資本金及び資本剰余金の額 4,263,086 4,263,092
うち、利益剰余金の額 2,774,112 2,759,178
うち、自己株式の額（△） － －

うち、社外流出予定額（△） － 191,034
うち、上記以外に該当するものの額 － －

普通株式に係る新株予約権の額 － －

その他の包括利益累計額及びその他公表準備金 698,851 1,048,276 633,739 950,609
の額

普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持 173,821 168,706
分の額

経過措置により普通株式等Tier1資本に係る基 7,423 7,323
礎項目の額に算入されるものの額の合計額

うち、非支配株主持分等に係る経過措置によ 7,423 7,323

り普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の
額に算入されるものの額

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 （イ） 7,917,294 7,641,005

普通株式等Tier1資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ラ 167,954 251,931 157,496 236,245
イツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額 68,731 103,096 70,384 105,576
を含む。）の額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシン 99,223 148,834 87,112 130,669
グ・ライツに係るもの以外のものの額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。） 559 838 827 1,240
の額

繰延ヘッジ損益の額 803 1,205 △ 4,156 △ 6,234
適格引当金不足額 8,364 12,546 10,037 15,055
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する 20,201 30,302 18,998 28,498
額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であ 1,986 2,979 1,951 2,927
って自己資本に算入される額

退職給付に係る資産の額 103,150 154,725 100,017 150,025
自己保有普通株式（純資産の部に計上されるも 33 50 31 47
のを除く。）の額
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意図的に保有している他の金融機関等の普通株 － － － －

式の額

少数出資金融機関等の普通株式の額 － － － －

特定項目に係る十パーセント基準超過額 － － － －

うち、その他金融機関等に係る対象資本調 － － － －

達手段のうち普通株式に該当するものに関

連するものの額

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービ － － － －

シング・ライツに係るものに限る。）に関

連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るもの － － － －

に限る。）に関連するものの額

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 － － － －

うち、その他金融機関等に係る対象資本調 － － － －

達手段のうち普通株式に該当するものに関

連するものの額

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービ － － － －

シング・ライツに係るものに限る。）に関

連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るもの － － － －

に限る。）に関連するものの額

その他Tier1資本不足額 － －

普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 （ロ） 303,053 285,204

普通株式等Tier1資本

普通株式等Tier1資本の額　（（イ）－（ロ））（ハ） 7,614,241 7,355,801

その他Tier1資本に係る基礎項目

31a その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額及 － －

びその内訳

31b その他Tier1資本調達手段に係る新株予約権の額 － －

32 その他Tier1資本調達手段に係る負債の額 300,000 300,000

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達 － －

手段の額

その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分等の 20,289 18,562
額

適格旧Tier1資本調達手段の額のうちその他Tier1 861,743 861,546
資本に係る基礎項目の額に含まれる額

うち、銀行及び銀行の特別目的会社等の発 861,743 861,546
行する資本調達手段の額

うち、銀行の連結子法人等（銀行の特別目 － －

的会社等を除く。）の発行する資本調達手

段の額
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経過措置によりその他Tier1資本に係る基礎項目 42,403 64,339
の額に算入されるものの額の合計額

うち、為替換算調整勘定の額 42,403 64,339

その他Tier1資本に係る基礎項目の額 （ニ） 1,224,436 1,244,449

その他Tier1資本に係る調整項目

自己保有その他Tier1資本調達手段の額 － － － －

意図的に保有している他の金融機関等のその他 － － － －

Tier1資本調達手段の額

少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段 － － － －

の額

その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の 32,020 48,030 63,455 95,182
額

経過措置によりその他Tier1資本に係る調整項目 156,515 134,637
の額に算入されるものの額の合計額

うち、営業権相当額 3,563 3,629
うち、のれん相当額 92,606 85,613
うち、企業結合等により計上される無形固 23,769 9,369
定資産相当額

うち、証券化取引に伴い増加した自己資本 30,302 28,498
に相当する額

うち、適格引当金不足額の50％相当額 6,273 7,527 

Tier2資本不足額 － －

その他Tier1資本に係る調整項目の額 （ホ） 188,535 198,093

その他Tier1資本

その他Tier1資本の額　（（ニ）－（ホ）） （ヘ） 1,035,900 1,046,356

Tier1資本

Tier1資本の額　（（ハ）＋（ヘ）） （ト） 8,650,142 8,402,157

Tier2資本に係る基礎項目

Tier2資本調達手段に係る株主資本の額及びその － －

内訳

Tier2資本調達手段に係る新株予約権の額 － －

Tier2資本調達手段に係る負債の額 658,493 657,249

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の － －

額

Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額 3,046 2,573

適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本 1,317,869 1,424,169
に係る基礎項目の額に含まれる額

うち、銀行及び銀行の特別目的会社等の発 1,317,869 1,424,169
行する資本調達手段の額

うち、銀行の連結子法人等（銀行の特別目 － －

的会社等を除く。）の発行する資本調達手

段の額

47+49

47

49

42

43

44

45

46

48-49

36

37

38

39

40



一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金 7,423 8,330

Tier2算入額の合計額

うち、一般貸倒引当金Tier2算入額 7,423 8,330

うち、適格引当金Tier2算入額 － －

経過措置によりTier2資本に係る基礎項目の額に 611,896 529,954
算入されるものの額の合計額

うち、その他有価証券の連結貸借対照表計 592,618 510,620
上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除

した額の45％相当額
うち、土地の再評価額と再評価の直前の帳 19,278 19,333

簿価額の差額の45％相当額

Tier2資本に係る基礎項目の額 （チ） 2,598,729 2,622,278

Tier2資本に係る調整項目

自己保有Tier2資本調達手段の額 － － － －

意図的に保有している他の金融機関等のTier2 － － － －

資本調達手段の額

少数出資金融機関等のTier2資本調達手段の額 － － － －

その他金融機関等のTier2資本調達手段の額 50,573 75,860 50,644 75,966

経過措置によりTier2資本に係る調整項目の額に 64,754 72,852
算入されるものの額の合計額

うち、旧告示第二条の算式における補完的 64,754 72,852
項目又は控除項目に該当する部分の額

Tier2資本に係る調整項目の額 （リ） 115,327 123,496

Tier2資本

Tier2資本の額　（（チ）－（リ）） （ヌ） 2,483,401 2,498,781
総自己資本

総自己資本の額　（（ト）＋（ヌ）） （ル） 11,133,543 10,900,939
リスク・アセット

経過措置によりリスク・アセットの額に算入さ 81,853 128,680
れるものの額の合計額

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービ 28,209 27,223
シング・ライツに係るものを除く。）に係

る額

うち、退職給付に係る資産に係る額 34,245 33,091
うち、その他金融機関等のその他Tier1資 125 52,936
本調達手段に係る額

うち、その他金融機関等のTier2資本調達 16,399 12,050

手段に係る額

リスク・アセットの額の合計額 （ヲ） 59,757,704 57,371,98360
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連結自己資本比率

連結普通株式等Tier1比率　（（ハ）／（ヲ）） 12.74% 12.82%

連結Tier1比率　（（ト）／（ヲ）） 14.47% 14.64%
連結総自己資本比率　（（ル）／（ヲ）） 18.63% 19.00%

調整項目に係る参考事項

少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る 622,658 620,877
調整項目不算入額

その他金融機関等に係る対象資本調達手段のう 748,033 737,831
ち普通株式に係る調整項目不算入額

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ラ － －

イツに係るものに限る。）に係る調整項目不算

入額

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。） 3,329 6,695
に係る調整項目不算入額

Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額 7,423 8,330

一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額 23,278 22,640
内部格付手法採用行において、適格引当金の合 － －

計額から事業法人等向けエクスポージャー及び

リテール向けエクスポージャーの期待損失額の

合計額を控除した額（当該額が零を下回る場合

にあっては、零とする。）

適格引当金に係るTier2資本算入上限額 304,679 294,875
資本調達手段に係る経過措置に関する事項

適格旧Tier1資本調達手段に係る算入上限額 866,500 866,500

適格旧Tier1資本調達手段の額から適格旧Tier1 － －

資本調達手段に係る算入上限額を控除した額

（当該額が零を下回る場合にあっては、零と

する。）

適格旧Tier2資本調達手段に係る算入上限額 1,424,169 1,424,169

適格旧Tier2資本調達手段の額から適格旧Tier2 － 1,984
資本調達手段に係る算入上限額を控除した額

（当該額が零を下回る場合にあっては、零と

する。）
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